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　　Because of the Fukushima Nuclear Plant accident, the public has a strong interest in radiation.

　　We received numerous questions from the public, particularly regarding radiation effects in humans and how 

these effects influence a child’s future and/or pregnancy.　Most members of the public have various fears of ra-

diation effects based on incorrect information.

　　Thus, for the public, appropriate radiation education, including basic principles, is required.

　　Radiation specialists play a very important role in radiation education for the public.

　　Correct knowledge of radiation for the public will help prevent the spread of harmful rumors about radiation.

目　　　的

　平成 23年 3月 11日 14時 46分，宮城県沖を震
源とするマグニチュード 9.0の観測史上最大の地
震が発生した。この地震により太平洋側沿岸各地
に巨大津波が発生し，福島県浜通り沿岸部に立地
していた福島第一原発にて，炉心溶融と原子炉建
屋爆発事故を引き起こした。放射性物質漏えいを
伴うこの事故により，福島県の北部に接して位置
する宮城県において，人々の間に放射能や放射性

物質に対する様々な不安をもたらすこととなっ
た。
　平成 11年 9月 30日，茨城県東海村に所在する
核燃料加工施設会社 JCOで臨界事故が発生し，
周辺住民に対する避難・待機措置が講じられた。
この事故を契機として，原子力災害は五感に感じ
ることなく被害を受ける可能性があり，適切な対
応を行うためには専門的な知見や特別な装備が求
められる特殊性があることから，原子力災害対策
の強化を図り，原子力災害から国民の生命・身体・
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財産を保護することを目的に，平成 11年 12月に
原子力災害対策特別措置法が制定され，平成 12
年 6月に施行された1）。また，平成 13年 6月に
原子力安全委員会で了承された「緊急被ばく医療
のあり方について」においては，原子力施設から
放射性物質または放射線の異常な放出が発生した
場合には，医療を必要としない場合であっても住
民等は健康不安を抱くものであり，「この健康不
安には，自分の将来的な健康への影響に対する不
安，子供の健康影響に対する不安が存在する。」
と述べている2）。
　宮城県では平成 13年度より原子力防災訓練が
実施されてきた。「緊急時医療活動訓練実施計画」
による避難訓練・緊急時医療活動訓練において，
避難所での住民のメンタルケアの対応体制を確認
することを目的とし，原子力災害時の放射線に関
する心のケア相談対応の訓練を行ってきた。宮城
県放射線技師会は，平成 21年度の原子力防災訓
練から訓練に参加してきた。福島原発事故発生の
4ヶ月前であった平成 22年 11月には，宮城県・
女川町・石巻市主催で，（1）緊急時初動対応の強
化，（2）災害時要援護者等の避難支援対策の充実，
（3）緊急被ばく医療活動の連携強化の 3点を重点
目標に掲げた原子力防災訓練が行われた3）。筆者
は平成 22年度の訓練に地域保健師とともにチー
ムを組んで参加し，心のケア相談対応の訓練を
行ってきた。
　これらの経緯から，原発事故発生後の平成 23
年 3月 16日より宮城県庁内に設置された「福島
第一原子力発電所事故に関する相談窓口」におい
て，宮城県放射線技師会は宮城県原子力安全対策
室より協力を依頼されることとなり，筆者は 3月
18日より約 6週間，電話相談員として携わる機
会を得た。
　筆者らは，先行研究において，原子力災害時に
関わる電話相談の内容を検証し，電話相談の問題
点や放射線災害時のリスクコミュニケーションの
問題点，今後のリスクコミュニケーションへの活
用について検討し，カウンセリング技法に習熟す
る必要性について報告した4）。本研究では，原発
事故発生初期に電話被ばく相談員として受けた相

談事例を提示し，その事例に対して当時，実際に
行われた応答，すなわち種々の電話相談に対して
どのように対応したのかについて報告する。

方　　　法

　1.　平成 23年 3月 16日より宮城県庁内に設置
された相談窓口について，その概要等を提示した。
　2.　筆者らが相談員として相談窓口に携わっ
た，平成 23年 3月 18日から平成 23年 4月 26日
までの期間に発生した相談事例を，主な項目に分
類した。
　3.　筆者らが電話被ばく相談員として相談窓口
に携わった期間に発生した，主な相談事例に対す
る対応の内容について提示した。

結　　　果

1.　相談窓口の概要
　相談窓口の詳細については，先行研究にて述べ
たとおりであるが，以下にその概要について記す。
相談窓口は「福島第一原子力発電所事故に関する
相談窓口」という名称で，平成 23年 3月 16日か
ら宮城県環境生活部原子力安全対策室（現在 : 原
子力安全対策課）によって宮城県庁内に設置され
た。当時は閉室日を設けることなく，午前 9時か
ら午後 5時までの受付で窓口を開室し，相談に対
応した。相談窓口の電話番号と受付時間は，宮城
県の公式ウェブサイトやテレビ広報等を用いて掲
示されていた。
　相談窓口を開設した当初，放射線科医師または
医学物理士・大学教員・宮城県原子力安全対策室・
原子力センター職員・宮城県放射線技師会所属の
診療放射線技師が被ばく相談員として従事した。
筆者は平成 23年 3月 18日から 4月 26日までに，
のべ約 20日間相談員として従事した。
　電話相談対応マニュアルは存在しなかったが，
相談員は緊急被ばく医療研修等の研修を受講した
人員等で構成され，空間線量率，気象情報，水道
水・農産物・食品等の放射線量計測情報，福島原
発・女川原発の状況などの資料が日々宮城県原子
力安全対策室にて作成され，相談対応のために相
談員に配布された。相談窓口では，例えば原子力
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発電所に関する質問や相談については原子力セン
ターの職員が対応し，筆者ら診療放射線技師は主
に放射線の健康影響について対応した。

2.　相談事例，および事例の主な項目分類
　相談事例について，1）放射線スクリーニング
検査の要望，2）安定ヨウ素剤，3） 避難移動等，4） 
人体影響，5） 雨・雪・風向き等，気象，6） 福島
第一原発または女川原発の状況，7） 生活圏汚染
への不安，8） 報道等・情報メディア・行政，9） 
飲食物における放射性物質の健康影響，10） 放射
線計測・測定器，先行研究に従って以上の 10項
目に分類した。

　項目ごとの相談事例を以下に提示する。
　1）　放射線スクリーニング検査の要望
　i　  福島から避難してきたため，スクリーニン

グ検査したい
　ii　  福島に派遣されるため，派遣される前後で

スクリーニング検査したい
　iii　  避難施設入居のため・避難者が病院受診す

るために，スクリーニング証明書が必要で
ある

　iv　犬や猫のスクリーニング検査をしたい
　2）　安定ヨウ素剤に関して
　i　安定ヨウ素剤を配布してほしい
　ii　  宮城に在住する子供・孫へ安定ヨウ素剤を

配布してほしい
　iii　  安定ヨウ素剤を配布した自治体があるが，

宮城でも必要ではないのか
　3）　避難移動等に関して
　i　避難のための車等の移動手段がない
　ii　ガソリン等の燃料がない
　iii　公共交通機関が機能していない
　iv　  住民を避難させるための移動手段は準備さ

れているのか
　v　宮城県南部・仙台から避難したい
　vi　  仙台から避難するために，家族を説得して

ほしい
　vii　移住先を紹介してほしい
　viii　海外に移住した方が良いか
　ix　  新幹線と飛行機では，どちらが被ばくの影

響を強く受けるのか
　4）　人体影響について
　i　  雨水で歯磨きしたが，被ばくをしていない

か．もし被ばくしていたら最初はどのよう
な症状がでるのか

　ii　  眼の充血は放射性物質の影響ではないのか
　iii　  甲状腺疾患で経過観察中だが，健常な人よ

り事故による放射性物質の影響を受けやす
いのではないか

　iv　  妊娠しているが，胎児へ放射線影響がある
のではないか

　v　母乳を飲ませても大丈夫か
　vi　  1歳の子供が頭部 CT検査をしたが，今回

の事故でほかの子供より危険ではないのか
　vii　  定期的に病院で X線検査しているが，原

発事故による影響と合わせて将来出産し
た子供に健康影響が出ないか心配だ

　viii　病院での放射線検査を控えるべきか
　ix　  プルトニウム・ストロンチウムによる内部

被ばく影響が出るのではないか
　5）　雨・雪・風向き等，気象に関して
　i　雨・雪に濡れても，影響は無いか
　ii　今日の風向きはどちらか
　iii　  南風が吹いたら放射性物質が飛来して，危

険なのではないか
　6）　  福島第一原発または女川原発の状況に関し

て
　i　  福島第一原発は放射性物質の放出が続いて

いるのではないか
　ii　  福島第一原発は，また爆発するのではない

か
　iii　原発事故への対処が後手に回りすぎる
　iv　ホウ酸を注入していないのか
　v　原発事故はしっかり収束するのか
　vi　  女川原発での放射線量測定値が高いが，大

丈夫か
　7）　生活圏汚染への不安
　i　洗濯物を外に干しても大丈夫か
　ii　子供を外で遊ばせても大丈夫か
　iii　  他県に避難しているが，宮城県に帰っても

大丈夫か
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　iv　  外ではみんなマスクをしているが，大丈夫
か

　v　  住宅が 24時間換気システムだが，家の中は
大丈夫か

　vi　  3日間トイレの換気扇をつけっぱなしにし
ていたが，大丈夫か

　vii　積算 1 mSvを超えたら危険ではないのか
　viii　  子供が泥遊びの後，手洗いせずおやつを

食べたが大丈夫か
　ix　  福島原発 3号機への散水に参加したヘリコ

プターが帰ってきているので，モニタリン
グ測定してほしい

　8）　報道等・情報メディア・行政に関して
　i　  米国政府は米国人に 80 km圏外に避難指示

を出したが，仙台市・宮城県南地域（丸森町・
角田市・大河原町）から避難しなくて大丈
夫か

　ii　  宮城県でも校庭の放射線量を測定してほし
い，宮城県と福島県との県境で放射線影響
に対する国の施策が変わるのはおかしい

　iii　  週刊誌に掲載されている情報が怖い
　iv　  インターネットで放射性物質拡散シミュ

レーションを見ると，宮城県も危険ではな
いのか

　v　  テレビ放送や文部科学省のサイトで宮城県
の測定値が提示されないのは，隠している
のではないか

　vi　  パソコンも携帯電話もテレビも見られない
ので，モニタリング測定結果を町の広報板
に貼ってほしい

　9）　飲食物における放射性物質について
　i　水道水・井戸水・母乳は大丈夫か
　ii　牛乳・水・野菜を測定してほしい 
　iii　家庭菜園の野菜は食べても良いか
　iv　  関東の親戚が送ってきた野菜は食べても大

丈夫か
　v　宮城沿岸の海産物は測定しているか
　10）　放射線計測，測定器に関する相談
　i　放射線測定器を購入したい
　ii　推薦する放射線測定器を教えてほしい
　iii　  サーベイ用の測定器を買える会社を紹介し

てほしい
　iv　  放射線測定器を購入して測定したら，家の

外も中も自分の子供に向けても同じ値で計
測される

　以上 10項目における相談事例について提示し
た。

3.　相談事例に対する対応
　相談事例に対する実際の応答例（質問相談に対
する対応例）の主要なものについて，項目ごとに
例示する。

1）　放射線スクリーニング検査の要望
　i　  福島から避難してきたため，スクリーニン

グ検査したい
　対応 : 上記の相談においては受検希望者の状
況を聴取し，スクリーニング実施の必要性を確認
し，該当する相談者へスクリーニング検査の案内
を行った。宮城県は東日本大震災の被災地であり
ライフラインの復旧には時間を要したため，二次
被ばく医療機関や災害拠点病院である病院でも停
電による自家発電対応・給湯不可・断水等で，病
院としての本来の機能を保つことができない場合
があった。希望者全員のスクリーニング検査を行
うことができなかったため，先行研究で述べたと
おり下記の方々をスクリーニング検査の対象とし
た。
　・  福島第一原発周辺の住民で，屋内退避勧告が

出された時点以降，原発より 20 km圏内に
いた方

　・  原発より 20 kmから 30 km圏内にいた方で，
スクリーニング検査を希望される方

　・  30 km圏外ではあったがスクリーニング証明
書が必要などの事情で，検査を希望される方

　受検希望者に聴取した内容を Table 1に示す。
　上記 Table 1の 2の初期対応については，宮城
県内では病院と同様に，一般住宅においてはなお
さらライフラインが復旧していないことが多かっ
たため，汚染疑いの場合の初期対応として，筆者
らは次のような説明を行った。
　 ・  外出時に上着に付着した埃などの汚れは，外

で払う。
　・靴底の泥は，外でおとす。
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　・  脱いだ衣類は洗濯するか，ビニール袋に入れ
て密封した後に押入れなどに保管する。

　・  全身洗浄するか，あるいは濡れたタオルやハ
ンカチなどで頭頸部と手を拭く。

　　  身体を拭いたタオル類は洗濯するか，あるい
はビニール袋に入れて密封した後に押入れな
どに保管する。

　スクリーニング検査に該当した相談者には，上
記の初期対応について再確認を行ったうえで，ス
クリーニング先へ紹介した。
　ii　  福島に派遣されるため，派遣される前後で

スクリーニング検査したい
　対応 : 当時，宮城県においてスクリーニング検
査ができる場所は数少なかったが，福島県ではス
クリーニング会場が各地に設けられていたため，
状況聴取を行い，場合によっては福島県のスク
リーニング会場を案内した。
　iii　  避難施設入居のため・避難者が病院受診す

るために，スクリーニング証明書が必要で
ある

　対応 : スクリーニング検査を行っていた病院
では出来うる限りの対応を行っており，スクリー
ニング検査後は避難住民の方々を風評被害から守
る目的で，必要に応じて汚染がない旨を記載した
証明書の発行を行った5）。
　iv　犬や猫のスクリーニング検査をしたい
　対応 : 上記の相談では，「20～30 km圏内の方々
を多数スクリーニング検査したが，その地域の
方々でどなたも除染の必要な方はいなかった。心
配であればお風呂かシャワーか，または絞ったタ
オルで拭いてあげるだけでも放射性物質を落とす

効果がある。もしスクリーニングして汚染が確認
された場合，ペットの毛を刈り取ることも考えら
れる。」との説明を行った。

2）　安定ヨウ素剤に関する相談について
　i　安定ヨウ素剤を配布してほしい
　ii　  宮城に在住する子供・孫へ安定ヨウ素剤を

配布してほしい
　iii　  安定ヨウ素剤を配布した自治体があるが，

宮城でも必要ではないのか　
　対応 : 上記の相談に対し，新生児から 40歳未
満の人が甲状腺に 50 mGy以上被ばくする恐れが
ある場合に安定ヨウ素剤を服用することが考えら
れるが，福島原発事故による当時の状況において
宮城県では甲状腺に 50 mGy以上被ばくする恐れ
はないため，安定ヨウ素剤を摂取する必要はない
ことについて説明した。加えて，安定ヨウ素剤に
は禁忌や副作用の危険性があることや，人々の日
常生活におけるヨウ素摂取量の違いによる放射性
ヨウ素の人体影響について，例えば日本人はもと
もとヨウ素摂取量が多いので，大陸中心部のヨウ
素欠乏症が多い国や地域の人々に比べて，放射性
ヨウ素から受ける健康影響の度合が小さいことに
ついて説明した。
　平成 11年 9月の JCO事故対応の反省から，当
時の原子力安全委員会は安定ヨウ素剤について，
「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の
考え方」という報告を平成 14年 4月に行ってい
る。この報告書を参考に，「若年時に甲状腺被ば
くした場合，100 mGyの甲状腺被ばくでも甲状腺
がん発生確率の増加が認められること」「20歳以
上では 1,000 mGy以下の甲状腺被ばくで甲状腺
がんの発生確率は極めて低いこと」「チェルノブ
イリ原発事故において，子供や若者の甲状腺被ば
く線量は 200 mGy以下から 10,000 mGy以上まで
様々であったこと」についての説明を行った。当
時インターネット上で，「放射線被害を減らすた
めにうがい薬を飲むと良い」といった流言情報が
あった。ヨウ素を含むうがい薬・外用薬は内服薬
ではなく，ヨウ素以外の成分も多く含まれ，身体
に有害である成分が含まれる可能性があるなど，
ヨウ素を含んだものを安定ヨウ素剤の代用品とし

Table 1.　受検希望者の状況聴取

受検希望者の聴取事項

1 事故発災後からこれまでの移動状況

2 初期対応の有無

3 スクリーニング依頼人数

4 受検希望者の名前および年齢

5 相談時の受検該当者の所在地
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て経口摂取する危険性についての説明も行った。
3）　避難移動等に関する相談について

　i　避難のための車等の移動手段がない
　ii　ガソリン等の燃料がない
　iii　公共交通機関が機能していない
　iv　  住民を避難させるための移動手段は準備さ

れているのか
　対応 : 震災発生直後は地震・津波・原発事故と
いう三重の被災により，ライフライン・インフラ
がともに寸断された状況にあったため，上記の怒
号のような相談を受けたと思われる。これらの相
談については，相談者の話を十分に聞き，相談員
では対処できないが，県に相談者の意見は必ず伝
えていることを説明した。
　v　宮城県南部・仙台から避難したい
　vi　  仙台から避難するために，家族を説得して

ほしい
　vii　移住先を紹介してほしい
　viii　海外に移住した方が良いか
　対応 : 県外や海外への避難についての相談で
は，避難や移住することにおいてもリスクは発生
すること，避難した場合のリスクと避難しなかっ
た場合のリスクとを一緒に考えて，自分と家族に
とって良いと思われるほうを選択することについ
て説明した。
　ix　  新幹線と飛行機では，どちらが被ばくの影

響を強く受けるのか
　対応 : 新幹線と飛行機での被ばくについての
相談に対しては，どちらも原発からの影響は考え
難いこと，新幹線はトンネル通過時に大地からの
被ばくの影響を受けること，飛行機は高度が上昇
することで宇宙線からの被ばくの影響を受けるこ
とについて説明した。

4）　人体影響に関する相談について
　i　  雨水で歯磨きしたが，被ばくをしていない

か．もし被ばくしていたら最初はどのよう
な症状がでるのか

　対応 : 上記の相談に対し，もともと日本で生活
しているだけで大地・宇宙・空気・食べ物から年
間約 2 mSvの自然放射線被ばくがあること，少
しの被ばくでは障害は起こらないこと，一時的に

皮膚が赤くなるような障害でも 2,000 mGy未満
の被ばくでは起こらないことを説明し，雨水で歯
磨きしても問題ないことを伝えた。
　ii　眼の充血は放射性物質の影響ではないのか
　対応 : 眼の充血の相談では，眼の中で一番放射
線の影響が出やすいのは水晶体であるが，少しの
被ばくでは障害は起こらないこと，500 mGy未満
の線量で水晶体に影響は現れないため眼の充血は
原発事故からの影響は考え難く，医療機関で受診
したほうがよいと思われることを説明した。
　iii　  甲状腺疾患で経過観察中だが，健常な人よ

り事故による放射性物質の影響を受けやす
いのではないか

　対応 : 甲状腺疾患による原発事故からの影響
についての相談では，当時の環境中で計測されて
いた放射性物質の値（ダストサンプリング測定結
果）を用いて，吸入摂取した場合の内部被ばく量
の計算値を例に，原発事故による健康影響は考え
難いことについて説明した。
　iv　  妊娠しているが，胎児へ放射線影響がある

のではないか
　対応 : 妊娠と胎児への影響についての相談で
は，胎児への確率的影響・確定的影響について次
のような説明を行った。「放射線が原因による奇
形・発育不全・精神発達の遅滞の発生はしきい値
があり，少しの被ばくでは発生せず，福島原発事
故による放射線影響では発生しない。」「遺伝的影
響にしきい値はないが，広島・長崎原爆投下以来
50年以上調査が行われていて，今まで放射線に
よる人の遺伝的影響は認められていない。」「発が
んについて，放射線を管理する上でしきい値は存
在しないこととしているが，100 mSv未満の被ば
く線量では他の要因による発がんリスクのほうが
高いため，放射線のリスクが分からないくらい低
い。」これらの説明に加えて，当時の空間線量率
と環境中で計測されていた放射性物質から受ける
被ばくは低く健康影響は考えられないことを説明
し，放射線影響とその他のリスクについて判断し
ていただいた。
　v　母乳を飲ませても大丈夫か
　対応 : 母乳についての相談では，ヨウ素・セシ
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ウムについて経口摂取・吸入摂取した場合の母乳
への移行率の値を基に，乳児の仮定の内部被ばく
量を算出し，放射性物質を摂取した母親の母乳を
飲んだことによる被ばく量は低く健康影響は考え
難いことについて説明した。また，母乳の栄養・
免疫・効果についての説明を行い，母乳を与える
ことのリスクと母乳を与えないことのリスクにつ
いて判断していただいた。
　vi　  1歳の子供が頭部 CT検査をしたが，今回

の事故でほかの子供より危険ではないのか
　vii　  定期的に病院で X線検査しているが，原

発事故による影響と合わせて将来出産し
た子供に健康影響が出ないか心配だ

　viii　病院での放射線検査を控えるべきか
　対応 : 子供の CT検査による被ばく・病院での
放射線検査による被ばくについての相談では，検
査による被ばく量と医療被ばくによる健康影響に
ついての説明を行い，検査を受けることによるリ
スクと検査を受けないことによるリスクについて
説明した。
　ix　  プルトニウム・ストロンチウムによる内部

被ばく影響が出るのではないか
　対応 : プルトニウム・ストロンチウムについて
の相談では，流通している食品は放射性物質・放
射線量について検査されているため，プルトニウ
ム・ストロンチウム以外の放射性物質も含めて，
流通している食品からは内部被ばくの影響は考え
難いことを説明した。加えて，プルトニウムは重
い物質のため遠くまで拡散しにくいこと，ストロ
ンチウムは核実験を行っていた時代から農作物に
おいて計測されており，ストロンチウムとセシウ
ムは 1963年をピークに白米と麦で高い値が認め
られていたことについて，文献 6に示されている
「大気圏内核爆発実験の年次ごとの回数と爆発力
の推定値およびわが国における 90Srと 137Csの降
下量」を根拠として説明を行った6）。

5）　  雨・雪・風向き等，気象に関する相談に
ついて

　i　雨・雪に濡れても，影響は無いか
　対応 : 雨・雪に濡れて，放射性物質による汚染
の心配をされている相談者には，1） で示した汚

染疑いの初期対応について説明を行った。また，
身体が冷えることにより風邪を引くなどの心配が
あると思われるため，十分な栄養と休息をとるこ
とを勧奨した。
　ii　今日の風向きはどちらか
　iii　  南風が吹いたら放射性物質が飛来して，危

険なのではないか
　対応 : 風向きに対する心配については，気象台
による風向きの情報を相談者に伝えた。原発事故
においては，爆発等で大量の放射性物質が飛散し
たとき・放射性物質の雲が上空を回っているとき
の風向きが問題となるが，原発からあまり放射性
物質が放出されていない状況においての風向きは
ほとんど心配ないことについて説明した。

6）　  福島第一原発または女川原発の状況に関
する相談について

　i　  福島第一原発は放射性物質の放出が続いて
いるのではないか

　ii　  福島第一原発は，また爆発するのではない
か

　iii　原発事故への対処が後手に回りすぎる
　iv　ホウ酸を注入していないのか
　v　原発事故はしっかり収束するのか
　対応 : 福島第一原発の状況や事故対応に関す
る相談では，診療放射線技師が説明できる範疇を
超えていると思われるため，原子力安全対策室の
方に応じていただいた。
　vi　  女川原発での放射線量測定値が高いが，大

丈夫か
　対応 : 女川原発は福島原発事故による放射性
物質の影響で，宮城県の中では放射線量測定値（空
間線量率）がやや高いが，3基ともに冷温停止状
態にあることを相談者に伝えた。女川原発は宮城
県女川町に設置されている原子力発電所である
が，発電所内のモニタリングポストの値から女川
原発においても異変があったのではないかと心配
する相談者が存在した。

7）　  生活圏汚染への不安に関する相談につい
て

　i　洗濯物を外に干しても大丈夫か
　対応 : 洗濯物を干すこと，子供が外で遊ぶこと



102─　　─

八 島 幸 子・千 田 浩 一

への不安は「放射性物質の飛来」「放射性物質の
地面への付着」「風による放射性物質の再浮遊」，
これらへの疑いが健康影響への不安に対する要因
となった。放射性物質が飛来している，放射性物
質が地面に付着しているとしたら空間線量率が上
昇することを説明し，当時の空間線量率と放射線
影響からは洗濯物を外に干しても問題ないこと，
もし心配であれば外でよく埃を叩き落してから洗
濯物を取り込むことを伝えた。
　ii　子供を外で遊ばせても大丈夫か
　対応 : 放射性物質が飛来している，放射性物質
が地面に付着しているとしたら空間線量率が上昇
すること，当時の空間線量率値からは健康影響は
考えられないこと，子供が外で遊べないことにお
けるリスクについて相談者に説明し，判断してい
ただいた。また，放射性物質の影響がやはり心配
である場合，汚染疑いの場合の初期対応を行うこ
とで，放射性物質の影響を低くできることについ
て説明した。
　iii　  他県に避難しているが，宮城県に帰っても

大丈夫か
　対応 : 当時の宮城県の空間線量率やその他の
測定値について伝え，問題ないことを説明した。
宮城県に戻ることについて心配する点を尋ね，避
難先で考えられるリスクと宮城県に戻って生活す
るリスクを比較して判断することを助言した。
　iv　  外ではみんなマスクをしているが，大丈夫

か
　対応 : 原発事故は 3月中旬に発生したため花粉
飛散の時期と重なり，マスクを着用した人々が多
く存在し，洗濯物も屋内に干す場合が多かった。
そのため放射性物質の影響を疑う相談があり，花
粉の説明を行うことで納得される場合があった。
　v　  住宅が 24時間換気システムだが，家の中は

大丈夫か
　vi　  3日間トイレの換気扇をつけっぱなしにし

ていたが，大丈夫か
　対応 : 24時間換気システムや換気扇について
の相談において，宮城県では大気中の放射性物質
モニタリング測定値がなかったため，福島県での
測定値から吸入による内部被ばく測定計算値を算

出し，被ばく量は低く健康影響は考え難いことに
ついて説明した。
　vii　積算 1 mSvを超えたら危険ではないのか
　対応 : 1 mSvについての相談では，事故影響が
ない状態で宇宙線・大地・空気・食べ物から年間
約 2 mSvの自然放射線被ばくがあること，1 mSv
を超えたからといって健康影響があるのではない
こと，1 mSvは追加被ばくを管理するための値で
あることを説明した。
　viii　  子供が泥遊びの後，手洗いせずおやつを

食べたが大丈夫か
　対応 : 子供が泥の付いた手でおやつを食べた
相談では，子供の手に付着した土の量を経口摂取
した場合の内部被ばく推定計算値を算出し，放射
性物質による健康影響は考え難いこと，衛生上の
問題があることを説明し，判断していただいた。
　ix　  福島原発 3号機への散水に参加したヘリコ

プターが帰ってきているので，モニタリン
グ測定してほしい

　対応 : 原発散水に参加した自衛隊のヘリコプ
ターについての相談においては，自衛隊のヘリコ
プターは福島県の基地にて水による洗浄を行った
後に宮城県内に帰還していたが，相談者は測定の
要望について話されたあと電話を切られたためコ
ミュニケーションをとることはかなわなかった。

8）　  報道等・情報メディア・行政に関する相
談について

　i　  米国政府は米国人に 80 km圏外に避難指示
を出したが，仙台市・宮城県南地域（丸森町・
角田市・大河原町）から避難しなくて大丈
夫か

　対応 : 原発事故発生当時，日本政府は福島第一
原発から 30 km県外への避難指示を出したが，
米国・仏国等の政府は在日する自国民に対し
80 km圏外への避難指示を出したため，原発から
80 km圏内に在住する方々から不安の相談が寄せ
られた。「他国人は言葉が不自由で，重大な事故
に遭遇した場合，邦人と比べて避難が難しいため
80 km圏外への避難指示が出された」という情報
があり，納得したため，相談者にもそのように説
明を行った。しかし現在では当時の政府が米国・
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仏国等もしくは IAEAに提出した情報により出さ
れた避難指示だったのではないかと考えている。
　ii　  宮城県でも校庭の放射線量を測定してほし

い，宮城県と福島県との県境で放射線影響
に対する国の施策が変わるのはおかしい

　対応 : 校庭の放射線量測定の相談について，震
災影響で測定器も被災し，測定器の需要は非常に
高かったがすぐに生産することもできず，限りあ
る測定器で特定場所での測定は行われていたこと
を説明した。また相談については必ず宮城県に伝
えていることを説明した。
　iii　週刊誌に掲載されている情報が怖い
　対応 : 当時，宮城県内は週刊誌の流通が止まっ
ていたため週刊誌を目にすることはなかったが，
県外から帰宅される方が購入した当時の週刊誌に
は，放射線影響についての誤った情報が写真とと
もに掲載される場合があった。相談者が心配する
ことについて尋ねることで，不安の原因について
相談者とともに考え，例えば子供に対する健康影
響についての不安であったとすれば当時の環境放
射能・流通する食材の測定等について説明し，判
断していただいた。再度異なる不安が発生した場
合は，発生するたびに何度でも相談していただく
ように伝えた。
　iv　  インターネットで放射性物質拡散シミュ

レーションを見ると，宮城県も危険ではな
いのか

　対応 : 当時，インターネット上ではドイツ，ノル
ウェー等の気象庁が作成した放射性物質推定拡散
シミュレーションがアニメーションで公開されており，
相談者から教えていただくことでその存在を知るこ
とができた（放射性物質推定拡散シミュレーション
www.youtube.com/watch?v=j5OW0zC02oc）。あく
まで，放出される放射性物質量が推定にて作成さ
れており，実際の放出量ではないことなどについ
て説明した。
　v　  テレビ放送や文部科学省のサイトで宮城県

の測定値が提示されないのは，隠している
のではないか

　対応 : Table 2に一例を示すように，震災被害
で宮城県の放射性物質測定値が提示されない状況

にあったことが原因の相談では，放射線計測器が
入手困難であることについて説明したが，納得し
ていただくことは難しかった。
　vi　  パソコンも携帯電話もテレビも見られない

ので，モニタリング測定結果を町の広報板
に貼ってほしい

　対応 : 上記の相談においては，相談者の話を十
分に聞き，相談員では対処できないが，県に相談
者の意見は必ず伝えることを説明した。

9）　  飲食物における放射性物質に関する相談
について

　i　水道水・井戸水・母乳は大丈夫か
　ii　牛乳・水・野菜を測定してほしい
　対応 : 水道水・井戸水・母乳・野菜について，
宮城県の測定対応の遅れによる測定要望の相談に
おいては，8） と同様に計測器が入手できないこ
とについて説明したが，納得していただくことは
難しかった。計測が順次始まると相談は激減して
いる。
　iii　家庭菜園の野菜は食べても良いか
　iv　  関東の親戚が送ってきた野菜は食べても大

丈夫か
　対応 : 流通していない野菜を食べることの相
談では，野菜が栽培されている地域で計測された
野菜の測定値を伝え，判断の参考にしていただい
た。また葉野菜について，丁寧に洗った後に茹で
ることで放射性物質の影響を低くすることができ
ることについて説明した。
　v　宮城沿岸の海産物は測定しているか
　対応 : 宮城沿岸の海産物の測定についての相
談では，当時漁港が復旧していないため出漁して
いないことについて説明した。

10）　  放射線計測，測定器に関する相談につい
て

　i　放射線測定器を購入したい
　ii　推薦する放射線測定器を教えてほしい
　iii　  サーベイ用の測定器を買える会社を紹介し

てほしい
　対応 : 行政が提示する測定値を信用すること
ができないため，放射線測定器購入についての相
談が寄せられた。筆者は県庁内で相談員として従
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事していたため，特定の測定器や製造会社につい
て推薦することはできず，現在でもそのような相
談に対応する術を模索中である。
　iv　  放射線測定器を購入して測定したら，家の

外も中も自分の子供に向けても同じ値で計
測される

　対応 : 当時は放射線計測器に対する需要が非

常に高かったため，校正について，また測定精度
について大変疑わしい計測器が流通していた。測
定値によって不安が生じたための相談において
は，測定機器の校正について，測定器により低線
量測定値の精度が異なることについて説明を行っ
た（Fig. 1）。

Table 2.　環境放射能水準調査結果
環境放射能水準調査結果（定時降下物）
（4月 7日 9時～4月 8日 9時採取）

　　H23.4.8　19 : 00 （MBq/km2）

都道府県名
定時降下物

I-131 Cs-137 備考

1 北海道（札幌市） 不検出不検出

2 青森県（青森市） 不検出不検出

3 岩手県（盛岡市） 17.8 4.98

4 宮城県 震災被害によって計測不能

5 秋田県（秋田市） 31 18

6 山形県（山形市） 不検出 30

7 福島県（福島市） 9.2 11 測定中であったが到着

8 茨城県（ひたちなか市） 46 42

9 栃木県（宇都宮市） 45 38

10 群馬県（前橋市） 2.9 7.2

11 埼玉県（さいたま市） 8.1 13

12 千葉県（市原市） 不検出 18

13 東京都（新宿区） 5.25 不検出

14 神奈川県（茅ヶ崎市） 不検出 不検出

15 新潟県（新潟市） 不検出 不検出

16 富山県（射水市） 不検出 不検出

17 石川県（金沢市） 不検出 不検出

18 福井県（福井市） 1.5 不検出

19 山梨県（甲府市） 不検出 不検出

20 長野県（長野市） 不検出 不検出

出典 : 原子力規制委員会放射線モニタリング情報
環境放射能水準調査結果（定時降下物）（一部改編）
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/3000/2276/24/1304794_040819_2.pdf



105─　　─

福島第 1原子力発電所事故における一般住民に対する電話被ばく相談

考　　　察

　平成 23年 3月 16日から 4月 27日までの相談
件数の推移を，グラフにて提示する（Fig. 2）。
　相談窓口を開設した当初，被ばく相談員として
放射線科医師または医学物理士も従事したが，病
院における業務が急増し医師が不足していたため
医師と医学物理士は 1週間後に病院に戻り，有事
の際には電話にての対応となった。事故発生から
10日間は水素爆発の映像による衝撃・不安・恐
怖が増し，浄水場にて放射性ヨウ素が検出された
ことなどからスクリーニング検査・安定ヨウ素剤
供給・水牛乳野菜の放射能測定に対する要望が高
まり，相談が多数寄せられたと思われる。当初
10日間の電話機はほぼ通話中の状態となり，そ
のことが相談室に対する苦情となった。相談件数
の急速な減少は計測に対する欲求が満たされ，計

測された数値にて相談者のある程度の納得が得ら
れたためと思われる。
　相談室は宮城県庁内であったため電力と水は供
給されていたが，ガスは復旧するまで約 1ヶ月を
要した。3月は何度か雪が降る寒い時期であった
が，県庁の建物はガス暖房を採用しており，ガス
が復旧するまで暖房は電気ヒーター 2台のみであ
り，厚着をすることで対処した。物流も滞ってい
たため，食べるものは持参するようにと相談員と
して従事する前に連絡を受けた。そのような状況
で相談員として確実に従事するためには，心身と
もの体調管理が大変重要と思われた。
　インターネットによる誤った情報の流布に大変
悩まされたが，相談員として対応するために日々
得ていた貴重な情報もインターネットにて獲得す
ることが多かった。被災した際に情報弱者となら
ないような環境を整備することが大変重要と思わ

Fig. 1.　  比較的安価な放射線測定器の性能 
出典 : 独立行政法人国民生活センター報道発表資料（一部改編） 
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110908_1.pdf
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れる。
　原発事故発生以前に緊急被ばく医療研修等に参
加し講義や講習を受講してはいたが，実際に被ば
く相談員として従事して初めて，気象に関する知
識は大変重要であることを理解し，放射線による
健康影響・環境汚染・測定器・安定ヨウ素剤と幅
広い知識が必要であることを認識することができ
た。
　相談員として従事した期間は約 6週間であり短
期間ではあったが，様々な相談事例を経験し，相
談者に対応した具体的な例を提示した。相談事例
を経験した中で，ライフラインが寸断された地域
の住民や，PC・携帯電話が使用できない情報弱
者に対する対策を考える必要があると思われた。
また，診療放射線技師による対応が困難である事
例があり，他専門職種の方と協力し連携する必要
性があると思われた。
　平成 11年 9月に JCO事故が発生し，その後放
射線事故に対する対策・研究・調査が行われた。
しかし，JCO事故から約 11年半後に発生した福
島原発事故において，電話相談員として対応した
様々な相談事例について検討した結果，一般住民
に発生した不安と風評被害は JCO事故当時と何

ら変わりがないと思われた。JCO事故において行
われた健康相談の内容で多かったものを Table 3
に示す7）。
　過去に JCO事故を経験し，原子力施設事故に
おいては医療を必要としない場合であっても住民
等は健康不安を抱き，「この健康不安には，自分

Table 3.　JCO事故における主な健康相談

健康相談の内容で多かったもの

1 身体表面汚染検査及び血液検査に関するもの

2 当日雨に当たったが大丈夫か

3 付近を通ったが大丈夫か

4 井戸水は大丈夫か

5 妊娠・胎児への影響は無いか

6 放射線の種類及び中性子線とその人体影響

7 ヨウ素放出と影響

8 体内被ばく検査をしてほしい

9 被ばくと症状

10 運動場・田畑・犬・米等は大丈夫か

出典 :   原子力災害での心のケア．「緊急被ばく医療」
ニュースレター No. 29．（一部改編）

Fig. 2.　電話相談窓口における相談件数（H23.3.16～H23.4.27）
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の将来的な健康への影響に対する不安，子供の健
康影響に対する不安が存在する。」と提言されて
いたが，今回の事故では原発事故が発生した県だ
けではなく，周辺の複数の県の住民において放射
線に対する不安が生じ，提言について深く認識さ
れる結果となった。
　一般住民の放射線に対する様々な不安の要因
は，自然放射線の存在などの放射線の知識がほと
んど無いことに起因していると思われた。様々な
相談事例は，JCO事故を経験した後も放射線に関
する基礎的知識の普及について，対策が功を奏し

ていなかったことを示していると思われる。自然
放射線などの放射線の基礎知識を普及させること
は，不安と風評被害を軽減させるための対策の一
つであると思われる。
　放射線の知識が普及しない原因の一つとして，
放射線について理解することの難しさがあると考
える。例えば放射線について伝える際に放射線の
単位や数値は必要であるが，数値だけではその意
味が理解できずに寧ろ混乱する場合があると考え
られる。放射線について身近なものやリスクと対
比して提示し，わかりやすい表現に置き換えるこ

Table 4.　がんのリスクの大きさ─何倍程度大きいか
がんのリスク─放射線と生活習慣（JPHC Study）─

相対リスク

 全部位（*固形がん : 広島・長崎）　  特定部位（*チェルノブイリ 18歳以下被ばく 10-15年後）

放射線によるリスクは広島・長崎の原爆被ばく
者の約 40年の追跡調査からのデータによるも
のである

放射線によるリスクはチェルノブイリ原発事故の被ばく
者（18歳以下，外部被ばくと内部被ばく）の 10～15年
後に行った甲状腺がんスクリーニングからのデータによ
るものである

 10 ～ C型肝炎感染者（肝臓 : 36）
ピロリ菌感染既往者（胃 : 10）

 2.5 ～ 9.99

650-1,240 mSv（甲状腺 : 4.0）
　　【1,000 mSv当たり 3.2倍と推定】
喫煙者（肺 : 4.2-4.5）
大量飲酒（300 g以上/週）※（食道 : 4.6）

 1.50 ～ 2.49

1,000-2,000 mSv（1.8）
　　【1,000 mSv当たり 1.5倍と推定】
喫煙者（1.6）
大量飲酒（450 g以上/週）※（1.6）

150-290 mSv（甲状腺 : 2.1）
高塩分食品毎日（胃 : 2.5-3.5）
運動不足（結腸〈男性〉: 1.7）
肥満（BMI>30）　（大腸 : 1.5） （閉経後乳がん 2.3）

 1.30 ～ 1.49 500-1,000 mSv（1.4）
大量飲酒（300-449 g/週）※（1.4）

50-140 mSv（甲状腺 : 1.4）
受動喫煙〈非喫煙女性〉（肺 : 1.3）

 1.10 ～ 1.29

200-500 mSv（1.19）
肥満（BMI≧30）　（大腸 : 1.22） 
やせ（BMI<19）
運動不足（1.15-1.19）
高塩分食品（1.11-1.15）

 1.01 ～ 1.09
100-200 mSv（1.08）
野菜不足（1.06）
受動喫煙〈非喫煙女性〉（1.02-1.03）

 検出困難  100ｍ Sv未満
＊ 寄与率を相対リスクに変換
※飲酒についてはエタノール換算量を示す
生活習慣によるリスクは日本の 40～69歳の地域住民を約 10～15年追跡したデータ（多目的コホート研究）によ
るものである
出典 : 国立がんセンター（一部改編）
http://www.ncc.go.jp/jp/shinsai/pdf/cancer_risk.pdf
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とが必要と思われた。放射線に関する数値につい
て説明する際に利用した表を Table 4に示す。

結　　　論

　本研究において，福島第一原発事故発生に伴い
宮城県にて開設された放射線に関する相談窓口の
概要を示し，筆者が電話被ばく相談員として携
わった原発事故発生直後の約 6週間の相談事例
と，その事例に対して行った対応について報告し
た。相談事例は 10項目に分類し，項目ごとに事
例に対する対応について提示した。
　相談員を経験し，気象に関する知識が大変重要
であることを理解し，相談事例に対応するために
放射線による健康影響・環境汚染・測定器・安定
ヨウ素剤と幅広い知識が必要であることを深く認
識した。
　過去にわが国では JCO事故を経験しているが，
その時住民に発生した放射線に対する不安は解決
されないまま，今回の事故においては更に範囲と
程度を拡大して不安が示される結果となった。
　放射線に対する不安は，一般住民が自然放射線
の存在など放射線の知識がほとんど無いことに起
因していると思われる。今後，放射線に関する基
礎知識について普及させるための対策が必要であ
ると思われる。
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